
科学の子育成事業（かがくのこ）輸送バス借上げ運行業務 仕様書 
 
１．業務名   科学の子育成事業（かがくのこ）輸送バス借上げ運行業務 
 
２．内 容   科学の子育成事業（かがくのこ）の実施に伴い、大津市立各小学校と大津市科学館の 

間をバスにより児童と教師の輸送を行う。 
 
３．目 的   令和８年度かがくのこ実施計画に基づき、各小学校から大津市科学館の間を往復する 

バスを手配し、安全に運行を行う。 
 
４．場 所   大津市本丸町 
 
５．履行期日  令和８年５月２５日から令和９年３月３１日まで 
 
６．バス輸送計画 
  科学の子育成事業【かがくのこ】は、大津市立各小学校在籍の児童を対象に大津市科学館にてプラ

ネタリウム、展示ホールを利用した理科学習を行う事業である。午前の部は９時４０分から１１時４

０分、午後の部は１３時２５分から１５時２５分に行われる。本業務は各小学校が作成した計画に従

い、各小学校から科学館までの間の往復輸送をバスにて行うもの。（複数校が同一日程で移動する場合

は、経路及び乗降の計画を担当者と事前に打ち合わせること。） 
日程、人数については、別添の「令和８年度かがくのこ実施計画」のとおりとする。同計画のバス

台数は５５人乗りバスを基準として算出している。各小学校の児童と引率教師が乗れるバスであれば

中型バスや小型バスを使用することは構わないが、駐車場の都合上、一時に３台までで計画すること。 
   
７．業務の実施及び報告 
 業務着手にあたっては、業務担当者と科学館担当者とで打ち合わせを行うこと。 

  各小学校からは、実施１０日前までに配車計画が連絡されるので、７日前までに各小学校あて座席

表等必要事項を連絡するとともに、科学館あてに実施計画を連絡すること。 
事前に連絡した車両の変更は原則土日祝日を除く３日前までとし、変更する場合は必ず学校へ変更

後の車種、座席表等必要事項を書面にて連絡するとともに科学館あてに変更後の実施計画を書面にて

連絡すること。学校によっては児童の着席位置の決定に複数回のクラス会を経て決定している場合や

教育的配慮から着席位置の指定をしている場合もあるため、直前の変更は厳に慎むこと。ただし、学

校の了承が得られる場合は３日間の限りではない。 
 乗車時刻、乗車場所等については、各学校担当者と打ち合わせを行い、決定すること。 
 乗員の安全面を十分に配慮すること。 

  科学館駐車場では、科学館職員が出す駐停車位置の指定、進入路の指定等についての指示に従うこ

と。正当な理由なく指示に従わない場合、書面にて指示指導を行うことがある。 
 天災、交通遮断及び感染症等による学級閉鎖などにより、予定日にバス輸送が実施できい場合には、 
協議によりバス輸送の代替日を設定等することができる。 


